
地域農林水産物活用支援事業補助金実施要領 

 

第１ 趣旨 

県産農林水産物を活用した魅力ある加工品の開発に取り組む人材を育成するた

め、商品のブラッシュアップに必要な商品開発や販路開拓等を支援することを目

的に、地域農林水産物活用支援事業を実施する。その実施に際しては、地域農林

水産物活用支援事業交付要綱に定めるもののほか、この実施要領に定めるところ

による。 

 

第２ 事業実施主体 

１ 本事業の実施主体は農林漁業者又は農林漁業者と連携した県内食品加工事業者

等、農林漁業者の組織する団体・法人等とし、次の要件を満たす者とする。 

（１）県内に住所又は本拠地を有すること。 

（２）県産農林水産物を活用した加工品の製造・販売を行っていること。 

（３）事業を完遂する能力を有し、明確な会計、経理を実施、報告できること。 

（４）将来とも継続的な事業活動が見込まれること。 

（５）団体にあっては規約等を有し、かつ団体の意思を決定し、執行する組織が明

らかであること。 

２ ただし、１の条件を満たす場合であっても、地域資源を活用した農林漁業者等

による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成 22

年法律第 67号）第５条第１項の規定に基づく総合化事業計画の認定を受けた農林

漁業者又は農林漁業者の組織する団体・法人は、原則として除く。 

 

第３ 補助対象経費 

交付要綱別表に定める補助対象経費、補助に対する留意事項については、別表

のとおりとする。 

 

第４ 事業計画書の作成、審査、承認 

１ 事業実施主体は、本事業を実施する場合、別紙様式第１号により事業実施計画

書を作成し、別途定める期日までに事業計画認定申請書（別紙様式第２号）に事

業実施計画書を添えて知事に提出し、その承認を受けるものとする。 

２ 知事は、事業計画の承認の可否について申請者に通知する。 

 

第５ 県の助成措置 

知事は、第４の承認を受けた事業計画について、事業実施主体から補助金交付

申請書の提出があった場合、予算の範囲内に応じて、計画の実施に要する経費に

ついて、別表に定めるところにより補助する。 

 

 



第６ 事業成果報告 

１ 事業実施主体は、事業の実施年度から目標年度までの間、毎年度、当該年度に

おける事業成果状況の報告書（別紙様式第３号）を作成し、その翌年度の６月末

までに知事に報告するものとする。 

２ 知事は、事業成果状況の報告を受けた場合には、その内容を検討するとともに、

当該進捗状況等からみて事業実施計画に掲げた成果目標を達成することが困難で

あると認められるときは、事業実施主体に対し、改善計画を提出させるものとす

る。 

３ 知事は事業実施主体に対し、１に定める報告以外に、必要に応じ、事業実施主

体ごとの事業実施状況について、提出を求めることができる。 

 

第７ その他 

この実施要領に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は別に定

める。 

 

 

   附 則 

 １ 本要領は、令和４年６月 29日から施行し、令和４年度予算から適用する。 

 

 ２ 本要領の終期は、令和７年３月 31日をもって効力を失う。ただし、この要領に

基づき同日までに交付決定をした補助金については同日後もその効力を有する。 
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往復割引運賃（普通席に限る）に相当する額
（ただし、往復割引運賃の設定のない期間、そ
の他合理的な理由がある場合については、普
通運賃に相当する額）

　航空運賃及び宿泊料の上限

航空運賃（普通席）

宿泊料

東京特別区、大阪市、名古屋市等の大都市は
１日につき10,900円、その他の地方は9,800円と
する。（沖縄県職員の旅費に関する条例（昭和
47年条例第49号 ）第20条の規定による）。

別表

メニュー 補助対象経費 信憑書類及び留意事項

商品開発費 　商品開発費とは、商品の試作や試作
品の成分分析等を行うために必要な以
下の経費（これに相当する経費を含む）

信憑書類(これに相当するものを含む)

見積書

納品書(分析結果等でも可）

　試作品の作成に係る原材料及び副資
材の購入に要する経費

請求書

領収書

　試作品の規格、設計、パッケージデザ
イン、サンプル制作等に要する経費

支払いが確認できる銀行振込証等

その他知事が必要と認める書類

　試作に必要な機器・設備等のレンタル
に要する経費

留意事項

　開発・改良した試作品の成分、機能
性、安全性等に関する検査分析、評価
等の検査に要する経費

　補助事業で調達した原材料等について、事業
目的以外に使用してはならない。

　原材料等の数量は最小限に留め、管理簿等
により整理すること。

　機器・設備等をリース、レンタルにより調達し
た場合について、補助対象期間外の期間に係
る経費は補助対象外とする。また、返却しない
機器・設備等については補助対象外とする。

　成分分析等検査について、検査の目的、内容
を明確にし、分析結果等を成果品として提出・
保管すること。

県内企業と契約するよう努めなければならな
い。（県外企業と契約を締結する場合について
は、事前に理由書を県に提出しなければならな
い）

市場調査費 　市場調査費とは、試作品に係る消費
者やバイヤーのニーズ、意向調査等を
行うために必要な以下の経費（これに相
当する経費を含む）

信憑書類(これに相当するものを含む)

見積書

調査報告書

請求書

　航空運賃（普通席） 領収書

　宿泊料 支払いが確認できる銀行振込証等

　試験販売に必要な経費 調査旅費については、利用者、日時、便名、宿
日、旅程等が確認できるものとする。

小売店等において、試飲、試食等を
実施する際に必要な会場使用料

その他知事が必要と認める書類

販売説明員（マネキン）の雇用費

試飲・試食に必要な資材費（試食用
の商品、紙コップや紙皿等）

留意事項

　調査にあたっては、予め、その目的、内容を
明らかにしたうえで、必要最低限度で実施する
こと。

アンケート調査に必要な経費

　補助対象となる航空運賃、宿泊料は、１回の
調査あたり２名を上限とする。

　販売説明員（マネキン）の雇用費について、補
助対象事業者自らの職員が行う場合は補助対
象外とする。また、販売説明員については、法
人格を有する派遣会社を介して契約すること。
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　パンフレット・ポスター等の印刷費について
は、使用方法・配布先を計画書に記載し、事業
期間の中で必要と考えられる部数を補助対象と
する。

パンフレット・ポスター等の印刷については、県
内企業と契約するよう努めなければならない。
（県外企業と契約を締結する場合については、
事前に理由書を県に提出しなければならない）

調査旅費については、利用者、日時、便名、宿
日、旅程等が確認できるものとする。

印刷費等については、見積書・納品書、成果品
も合わせて提出するものとする。

販売促進・販路開
拓費

　販売促進・販路開拓費とは、新たな販
路開拓に向け、県内外で開催される見
本市や展示商談会等へ出展し、開発商
品のPR、商談を行うために必要な経費
（これに相当する経費を含む）

信憑書類(これに相当するものを含む)

活動報告書

請求書

領収書

支払いが確認できる銀行振込証等

その他これに相当する費用

　パンフレット、ポスター等印刷費

　航空運賃（普通席）

　宿泊料

　見本市や展示商談会等の出展にかか
る経費

その他知事が必要と認める書類

　補助対象事業者を含む複数の県内生産
者、県内流通事業者による共同出展の場合

　支援機関等が一括して借り上げた小間に
出展し、応分の費用を負担する場合。

　販売説明員（マネキン）の雇用費について、補
助対象事業者自らの職員が行う場合は補助対
象外とする。また、販売説明員については、法
人格を有する派遣会社を介して契約すること。

出展料（出店小間料、ブース代）

水道光熱費 留意事項

販売説明員（マネキン）の雇用費 　航空運賃、宿泊料については、「２　市場調査
費」の「２　留意事項」に準ずる。

試飲・試食に必要な資材費（試食用
の商品、紙コップや紙皿等）

　見本市や展示商談会等の出展にかかる出展
料及び水道光熱費について、次のような出展方
法による場合は、小間料等の使用面積による
案分、または費用負担割合による応分等の方
法により、補助対象経費を算出する。


